
二
十
五
議
案
の
う
ち
、
十
七
議
案
を
可
決 

一
議
案
を
継
続
審
査
に 

 

　
五
條
市
議
会
第
二
回
六
月
定
例
会
は
、
六
月
十
六
日
に
開
会
し
、
市
長
か
ら
市
政
の
報
告
と
提
出

議
案
の
説
明
を
受
け
、
一
般
質
問
（
四
議
員
）
、
議
案
審
議
な
ど
を
行
い
、
六
月
二
十
七
日
に
閉
会

し
ま
し
た
。 
  

六
月
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
は
二
十
五
件
で
し
た
が
、
議
会
は
、
市
民
生
活
に
関

わ
り
の
深
い
十
七
件
を
「
可
決
」
と
し
、
残
り
の
七
件
を
「
否
決
」
、
一
件
を
「
継
続
審
査
」
と
し

ま
し
た
。
　 

 議会が反対した理由 
　吉野氏が、市長選挙の「公約」で、教育委員
には民間人を登用すると言っていたにもかかわ
らず、二人の欠員の教育委員に元五條小学校校
長で、元大塔村教育長の I 氏、元県立郡山高校
校長のA氏を、人事案件として上程してきました。 
　市長からは、５回とも同じ人物を上程してき
ていることに加え、議会の各会派からは、市長
が「選挙公約」を守っていないとの疑義が上がり、
吉野氏の姿勢に、そして「公約」を軽んじる行
為に問題があるとして反対しました。また、元
大塔村教育長当時、指導力に欠けていたという
意見があり、否決しました。 
  また、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律が一部改正され、教育委員への保護者の選任
の義務化が加えられました。委員の任命に当た
っては、委員のうちに保護者が含まれるように
しなければならない（同法第４条第４項）とい
うもので、理事者は、これらのことを踏まえて
対応するべきと考えます。 
  退席の理由 
　疑惑の持たれている市長から提出された議案
であり、提出者の問題で退席。 

6月定例会で7議案を「否決」 

教育委員人事案件否決一覧 

教育委員会委員の任命を否決 

■教育委員会委員の任命を否決■ 

平成１９年７月２日 

 （第１回臨時会） 

 

 

平成１９年９月１８日 

 （第３回定例会） 

 

 

平成１９年１２月１７日 

 （第４回定例会） 

 

 

平成２０年３月１８日 

 （第１回定例会） 

 

 

平成２０年６月２７日 

 （第２回定例会） 

賛成　　５名 
反対　１３名 
退席　　２名 
 
 
賛成　　１名 
反対　１８名 
退席　　１名 
 
 
賛成　　２名 
反対　１６名 
退席　　２名 
 
 
賛成　　２名 
反対　１７名 
退席　　１名 
 
  
賛成　　２名 
反対 　１７名 
退席　　１名 
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回
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回
目
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回
目
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